
企業申請品目に係る食品健康影響評価の標準処理期間について（案）
（平成２１年○月○日食品安全委員会決定）

企業からの申請に基づき、リスク管理機関から要請を受けて行う食品健康影響評

価（以下「企業申請品目に係る食品健康影響評価」という。）に係る標準処理期間

（要請を受けてから当該要請に対する食品健康影響評価の結果を通知するまでに通

常要すべき標準的な期間をいう。以下同じ。）について、次のように定める。

１ 標準処理期間

企業申請品目に係る食品健康影響評価については、食品安全委員会においてリ

スク管理機関から要請事項の説明を受けた日から１年以内に、当該要請に対する

食品健康影響評価の結果を通知するよう努めるものとする。

２ 期間の算定

１に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

（１）食品安全委員会事務局（以下「事務局」という。）による事前審査の結

果、食品健康影響評価を実施するために必要な資料が不足しているため、リ

スク管理機関に対して追加資料の提出を文書で依頼した場合において、リス

ク管理機関が当該追加資料を提出するために要する期間

（２）食品安全委員会又は専門調査会による調査審議の結果、食品健康影響評価

を実施するために必要な資料が不足しているため、リスク管理機関に対して

追加資料の提出を文書で依頼した場合において、リスク管理機関が当該追加

資料を提出するために要する期間

３ 追加資料の提出

２に規定する追加資料については、リスク管理機関に対して原則として１年以

内に提出を求めることとする。ただし、追加資料の内容等から、当該提出期限を

超過する合理的な理由がある場合には、申請者である企業は、リスク管理機関を

通じて遅延理由書を提出することができる。

４ 食品健康影響評価の終了

３に規定する提出期限を超過しても、合理的な理由がなく追加資料が提出され

ず、食品健康影響評価を実施することが困難であるときは、その旨をリスク管理

機関に対して食品健康影響評価の結果として通知する。

５ 達成状況

標準処理期間の達成状況について、事務局は毎年１回、食品安全委員会に対し

て報告を行う。

附 則

１ この決定は、平成２２年１月１日から施行する。

２ 全ての企業申請品目に係る食品健康影響評価について、平成２４年度末を目途

に、標準処理期間を達成できるよう努めるものとする。

CO882434
テキストボックス
資料４



（説明参考）

リスク管理機関との事前調整（資料の確認）

評価要請（食品安全委員会への説明）タイムクロック・スタート

事務局審査・評価書案作成 →不足のデータがあれば資料要求

専門調査会における審議 →不足のデータがあれば資料要求

食品安全委員会における審議 時

計

意見・情報の募集 停

止

専門調査会における審議 →不足のデータがあれば資料要求

食品安全委員会における審議

評価結果通知 タイムクロック・終了




